
JP 6206888 B1 2017.10.4

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　手荷物バッグをキャリーバッグの本体上に載置して保持することができる手荷物バッグ
の留め具であって、
　前記手荷物バッグの留め具は、キャリーバッグのスライド式取っ手を保持する保持バン
ドと、手荷物バッグに固着される固着係止具と、で構成して成り、
　前記保持バンドは、所用の長さと幅を有して形成すると共に、該長さ方向の両端部裏面
には前記固着係止具の係止手段に容易に着脱可能に係合される係止構造を有して成り、
　前記固着係止具は、所用の留め具形状を有して形成され、表面には前記保持バンドに容
易に着脱可能に係止される係止手段を設けると共に、裏面には前記手荷物バッグの一側面
に固着される固着手段を設けてなることを特徴とする手荷物バッグの留め具。
【請求項２】
　前記保持バンドの中間部が、長さ調整機能と分離機能を有するバックルを設けて形成さ
れていることを特徴とする請求項１記載の手荷物バッグの留め具。
【請求項３】
　前記保持バンドが、前記手荷物バッグの一側面を適宜の当てがい面積をもって保持され
る連結保持帯で形成されていることを特徴とする請求項１記載の手荷物バッグの留め具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、既存の手荷物バッグに簡単に金具（ピンバッチ留め具等を含む）もしくは、
マグネットや、面ファスナーなどを取付けることによって、専用のバックを購入すること
なく、しかも安価にキャリーバッグに取付けられるように工夫した手荷物バッグをキャリ
ーバッグの本体上に載置して保持することができる手荷物バッグの留め具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来における手荷物バッグをキャリーバッグの本体上に載置して保持することができる
手荷物バッグの留め具は、最初からキャリーバッグ本体に装着できるように手荷物バッグ
自体に装着されていたり、キャリーバッグとセットで販売されているものが殆どであった
。
【０００３】
　しかしながら、上記における手荷物バッグをキャリーバッグの本体上に載置して保持す
ることができる手荷物バッグの留め具は、その目的だけでキャリーバッグとセットで販売
されていることが多いことから、購入価格も高価で不経済であったりしていた。また、キ
ャリーバッグ本体のハンドル部に手荷物バッグを紐で固定する構造を採用している留め具
は、手荷物バッグを紐で縛ったり紐を解いたりする作業が面倒で煩わしかったりするもの
であった。さらに、キャリーバッグのハンドル部に突出部を付設する構造を採用している
留め具は、キャリーバッグ本体上に固定することができる手荷物バッグの大きさや形状が
制限されるといった問題点があるものであった。
【０００４】
　従来より、上記における問題点を解決しようとする手荷物バッグの留め具に関する提案
がなされている。例えば、鞄の一端にベルトやバンドを取り付けてキャリーバッグのハン
ドル部に取り付けて使用することができる「キャリー用補助ポーチ」（特許文献１）や、
バッグ本体に設けたポケット内部の上部両端間に、キャリーケース本体のハンドルを貫通
させるためのベルトをポケットの口部から出没自在として掛け渡し、ベルトの略中央部を
バッグ本体に止着しておくための止着具を設けたことを特徴とする「バッグ」（特許文献
２）や、車輪と引き出し式のバーハンドルとを備えて車輪走行可能に構成されるキャリー
バッグの上部に載置され、該バーハンドルに取付け可能な「キャリーバッグ取り付け可能
な鞄」（特許文献３）が提案され、公知技術となっている。
【０００５】
　しかしながら、係る「キャリー用補助ポーチ」や、「バッグ」や、「キャリーバッグ取
り付け可能な鞄」の提案は、鞄に直接留め具を取り付ける構造を採用していることによっ
て、留め具を取り付ける構造が商品価格に直接反映すると共に、手持ちバッグ自体の価格
が高騰になるといった問題があるものであった。
【０００６】
　また、手荷物バッグをキャリーバッグの本体上に載置して保持することができる「キャ
リーバッグおよび手荷物固定用ストラップ」（特許文献４）や、「名札付き結束用ベルト
」（特許文献５）や、「手荷物等固定ベルト及びキャリーバッグ」（特許文献６）や、「
止め具」（特許文献７）が提案され、公知技術となっている。
【０００７】
　しかしながら、係る「キャリーバッグおよび手荷物固定用ストラップ」や、「名札付き
結束用ベルト」や、「手荷物等固定ベルト及びキャリーバッグ」や、「止め具」の何れの
提案もストラップやベルトの構造が複雑であることから、着脱ならびに収納が面倒である
と共に、商品単価が高騰になるといった問題点があるものであった。
【０００８】
　また、長方形容器状のワクにキャリーバッグのハンドル止めを設け、既存のキャリーバ
ッグのハンドルに通して装着することで、長方形容器状のワクができ、そのワクの中に、
手荷物を収納し、楽に行動ができる「キャリーバッグ付属ケース」（特許文献８）が提案
され、公知技術となっている。
【０００９】
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　しかしながら、係る「キャリーバッグ付属ケース」の提案は、付属ケースの筐体自体が
大型になりがちになることから、収納と取り扱いに手間暇を要すると共に、外観的美観が
損なわれるもので、さらに固定しようとする手荷物バッグの大きさが限定されるといった
問題点があるものだった。
【００１０】
　本出願人は、以上のような従来から提供されている手荷物バッグを保持する留め具の構
造の複雑さと収納性ならびに利便性の問題に着目し、それらがもつ問題点を安価且つ使い
勝手の良い手段を用いて解決することができないものかという着想の下、既存の手荷物バ
ッグに簡単に金具（ピンバッチ留め具等を含む）もしくは、マグネットや、面ファスナー
などを取付けることによって、専用のバックを購入することなく、しかも安価にキャリー
バッグに取付けられるように工夫した手荷物バッグをキャリーバッグの本体上に載置して
保持することができる手荷物バッグの留め具を開発し、本発明における「手荷物バッグの
留め具」の提案に至るものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２０１０－２５９６７１号公報
【特許文献２】実用新案登録第３１０４０９７号公報
【特許文献３】実用新案登録第３１６６５８８号公報
【特許文献４】特開２０１０－２５９５８７号公報
【特許文献５】特開２０１３－９４５３１号公報
【特許文献６】実用新案登録第３２０１９２４号公報
【特許文献７】実用新案登録第３１６１８５０号公報
【特許文献８】特開２０１１－６２４９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明は上記問題点における鑑み、既存の手荷物バッグに簡単に金具（ピンバッチ留め
具等を含む）もしくは、マグネットや、面ファスナーなどを取付けることによって、専用
のバックを購入することなく、しかも安価にキャリーバッグに取付けられるように工夫し
た手荷物バッグをキャリーバッグの本体上に載置して保持することができる手荷物バッグ
の留め具の提供を図ることを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明は上記課題を解決するためになされるもので、本発明の手荷物バッグの留め具は
、手荷物バッグをキャリーバッグの本体上に載置して保持することができる手荷物バッグ
の留め具であって、前記手荷物バッグの留め具は、キャリーバッグのスライド式取っ手を
保持する保持バンドと、手荷物バッグに固着される固着係止具と、で構成して成り、前記
保持バンドは、所用の長さと幅を有して形成すると共に、該長さ方向の両端部裏面には前
記固着係止具の係止手段に係合される係止構造を有して成り、前記固着係止具は、所用の
留め具形状を有して形成され、両端部表面には前記保持バンドに係止される係止手段を設
けると共に、両端部裏面には前記手荷物バッグの一側面に固着される固着手段を設けて成
る手段を採る。
【００１４】
　また、本発明の手荷物バッグの留め具は、前記保持バンドの中間部が、長さ調整機能と
分離機能を有するバックルを設けて形成されている手段を採る。
【００１５】
　また、本発明の手荷物バッグの留め具は、前記保持バンドの両端部が、手荷物バッグの
持ち手金具に掛着される掛止フックを設けて形成されている手段を採る。
【００１６】
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　また、本発明の手荷物バッグの留め具は、前記手荷物バッグの一側面を適宜の当てがい
面積をもって保持される連結保持帯で形成されている手段を採る。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の手荷物バッグの留め具によれば、キャリーバッグのスライド式取っ手を保持す
る保持バンドと、手荷物バッグに固着される固着係止具と、で構成されていることによっ
て、固着係止具をあらゆる手持ちのバッグにもミシンや道具を使わずに簡単に取り付ける
ことができる上、荷物バッグの留め具自体の着脱ならびに保管が容易であるといった優れ
た効果を奏する。
【００１８】
　本発明の手荷物バッグの留め具によれば、既存の手荷物バッグに本発明の留め具を後付
けで簡単に装着することができるため、経済的であると共に、留め具のデザインを自分好
みの装飾アクセサリーやキャラクターグッズとして装着することができるものでさらには
、留め具自体を観光地のお土産品として販売することもできるといった優れた効果を奏す
る。
【００１９】
　本発明の手荷物バッグの留め具によれば、既存の手荷物バッグに簡単に金具（ピンバッ
チ留め具等を含む）もしくは、マグネットや、面ファスナーなどを取付けることによって
、専用のバックを使わずに、しかも安価にキャリーバッグに取付けられるといった優れた
効果を奏する。
【００２０】
　本発明の手荷物バッグの留め具によれば、スライド式取っ手を保持する保持バンドと、
手荷物バッグに固着される固着係止具と、で構成してキャリーバッグを直接締め付けて固
定しない手段を採っているため、手荷物バッグ内に収納されているお土産品などが潰れた
り、皺になったりしないといった優れた効果を奏する。
【００２１】
　また、本発明の手荷物バッグの留め具によれば、簡単且つ安価な構造で構成されている
ことによって、経済的であると共に、重い手荷物を手に持ったり、肩に掛ける必要がなく
楽に移動することができるといった優れた効果を奏する。
【００２２】
　また、本発明の手荷物バッグの留め具によれば、手荷物バッグの留め具を手荷物バッグ
やトートバッグ等に簡単且つ容易に取り付けて固定することができるため、手荷物がずれ
込んだり、落下したりしないといった優れた効果を奏する。
【００２３】
　また、本発明の手荷物バッグの留め具によれば、保持バンドの中間部が、長さ調整機能
と分離機能を有するバックルで形成されていることによって、手荷物バッグの大きさに合
わせて容易に調整ならびに取り付け取り外しができるといった優れた効果を奏する。
【００２４】
　また、本発明の手荷物バッグの留め具によれば、保持バンドの両端部が、手荷物バッグ
の持ち手金具に掛着される掛止フックで形成されていることによって、手荷物バッグをキ
ャリーバッグの本体上に容易且つ確実に保持することができるといった優れた効果を奏す
る。
【００２５】
　また、本発明の手荷物バッグの留め具によれば、手荷物バッグの一側面を適宜の当てが
い面積をもって保持される連結保持帯で形成されていることによって、手荷物バッグが安
定的に保持されるといった優れた効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明における手荷物バッグの留め具の実施形態を示す説明図である。（実施例
１）
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【図２】本発明における手荷物バッグの留め具の別の実施形態を示す説明図である。（実
施例２）
【図３】本発明における手荷物バッグの留め具の別の実施形態を示す説明図である。（実
施例３）
【図４】本発明における手荷物バッグの留め具の別の実施形態を示す説明図である。（実
施例４）
【発明を実施するため形態】
【００２７】
　本発明は、手荷物バッグ４０をキャリーバッグ５０の本体上に載置して保持することが
できる手荷物バッグの留め具１０であって、該手荷物バッグの留め具１０は、キャリーバ
ッグ５０のスライド式取っ手５０ａを保持する保持バンド２０と、手荷物バッグ４０に固
着される固着係止具３０と、で構成して、手荷物バッグ４０をキャリーバッグ５０の本体
上に載置して保持することができる手段を採ったことを最大の特徴とする。以下、本発明
の実施形態を、図面に基づいて説明する。
【００２８】
　尚、本発明の手荷物バッグの留め具１０は、以下に述べる実施例に限定されるものでは
なく、本発明の技術的思想の範囲内、すなわち同一の作用効果を発揮できる形状及び寸法
の範囲内で、適宜変更することができる。
【実施例１】
【００２９】
　図１は、本発明における手荷物バッグの留め具の実施形態を示す説明図である。
　図１（ａ）は手荷物バッグの留め具１０の実施形態を示す全体斜視図である。
本発明の手荷物バッグの留め具１０は、手荷物バッグ４０をキャリーバッグ５０の本体上
に載置して保持することができる手荷物バッグの留め具１０であって、該手荷物バッグの
留め具１０は、キャリーバッグ５０のスライド式取っ手５０ａを保持する保持バンド２０
と、手荷物バッグ４０に固着される固着係止具３０と、で構成される。
【００３０】
　保持バンド２０は、所用の長さと幅を有して形成されると共に、該長さ方向の両端部裏
面には固着係止具３０の係止手段２１に係合される係止される係止構造を有して形成され
る。
　尚、保持バンド２０自体を伸縮性を有する伸縮バンドで形成することによって、固定す
る僅かな長さ調整手段や取り付け時における装着性を向上させることもできる。
【００３１】
　係止手段２１は、保持バンド２０に装着される場合は、保持バンド２０の長さ方向の両
端部裏面に、固着係止具３０の係止手段２１に係合されるもので、例えば、面ファスナー
２１ａ、ホック、マグネットなどで形成される。
【００３２】
　固着係止具３０は、所用の留め具形状を有して形成され、表面には保持バンド２０の係
止手段２１に係止される固着構造を有し、裏面には手荷物バッグ４０の一側面４０ａに固
着される固着手段３１を設けて形成されるもので、固着係止具３０に装着される係止手段
２１としては、例えば、面ファスナー２１ａ、ホック、マグネットなどで形成され、一方
、固着係止具３０に装着される固着手段３１としては、例えば、強力接着剤３１ｃ、ホッ
ク、鋲、縫製によって形成される。
【００３３】
　手荷物バッグ４０は、一般的な旅行バッグ、トートバッグ、紙バッグなどが使用される
。
【００３４】
　キャリーバッグ５０は、スライド式取っ手５０ａと移動用キャスターが備えられる旅行
用のスーツケースが利用される。
【００３５】
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　図１（ｂ）は手荷物バッグの留め具１０の別の実施形態を示す全体斜視図である。
　本発明の手荷物バッグの留め具１０は、手荷物バッグ４０と、保持バンド２０を固着す
るために設けられるもので、その固着手段３１としては、保持バンド２０の裏面に取付け
られた溝入固着ピン３１ｂを手荷物バッグ４０に押付けて小穴を穿設し、固着係止具３０
に該溝入固着ピン３１ｂを嵌合させた状態で固着する構造で形成される。その溝入固着ピ
ン３１ｂに切り込み溝を複数刻設することによって蝶タックや、タイタック（登録商標）
状になることでかなりの引き抜き力に耐えられる構造とすることができる。また、（保持
ベルト２０の表面側から固着する場合は、保持ベルト２０にも溝入固着ピン３１ｂで小穴
を穿設して形成することができる。さらに、保持ベルト２０と手荷物バッグ４０に、複数
の溝入固着ピン３１ｂを押付けて小穴を穿設して固着係止具３０で係止することで固着強
度をより強固にすることができる。
【００３６】
　図１（ｃ）は手荷物バッグの留め具１０の取り付け状態を示す全体斜視図である。
本発明の手荷物バッグの留め具１０は、旅行バッグ、トートバッグ、紙バッグ等の手荷物
バッグ４０の一側面４０ａに装着される。
【００３７】
　図１（ｄ）は手荷物バッグの留め具１０の使用状態を示す全体斜視図である。
本発明の手荷物バッグの留め具１０は、旅行バッグ、トートバッグ、紙バッグ等の一側面
４０ａに装着された本発明の手荷物バッグの留め具１０をキャリーバッグ５０のスライド
式取っ手５０ａに挿通させて使用することができる。
【００３８】
　以上で構成される本発明の手荷物バッグの留め具１０は、キャリーバッグ５０のスライ
ド式取っ手５０ａを保持する保持バンド２０と、手荷物バッグ４０の一側面４０ａに固着
される固着係止具３０と、で構成されていることによって、固着係止具３０をどんな手荷
物バッグ４０にも簡単に取り付けることができることで、着脱ならびに収納作業が容易で
あると共に、簡単且つ安価な構造で構成されていることによって、経済的である上、重い
手荷物を手で持ったり、肩に掛ける必要がなく楽に移動することができる。さらに、キャ
リーバッグ５０のスライド式取っ手５０ａの大きさに関わらずフレシキブルに取り付ける
ことができる共に、手荷物がずれ込まないといった多くの利便性を備える手荷物バッグの
留め具１０の提供を可能にする。
【実施例２】
【００３９】
　図２は、本発明における手荷物バッグの留め具の別の実施形態を示す説明図である。
本発明の手荷物バッグの留め具１０の保持バンド２０の中間部が、長さ調整機能と分離機
能を有するバックル２３を設けて形成される。
【００４０】
　以上で構成される本発明の手荷物バッグの留め具１０は、保持バンド２０の中間部に長
さ調整機能と分離機能が備わっていることによって、着脱ならびに収納が容易であると共
に、キャリーバッグ５０のスライド取っ手５０ａの大きさに関わらず手荷物バッグの留め
具１０をキャリーバッグ５０の形状に合わせてフレシキブルに取り付けることができる。
【実施例３】
【００４１】
　図３は、本発明における手荷物バッグの留め具の別の実施形態を示す説明図である。
本発明の手荷物バッグの留め具１０は、保持バンド２０の両端部に手荷物バッグ４０の持
ち手金具４０ｂに掛着される掛止フック２４を設けて形成される。
【００４２】
　既存の手荷物バッグ４０の持ち手金具４０ｂを利用して保持バンド２０を掛着すること
ができることによって、手荷物バッグ４０の種類や形状ならびに大きさを限定することな
く手荷物バッグの留め具１０をキャリーバッグ５０の本体上に容易に載置することができ
ると共に、スライド式取っ手５０ａを確実に保持することができる構造とすることができ
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る。
【実施例４】
【００４３】
　図４は、本発明における手荷物バッグの留め具の別の実施形態を示す説明図である。
　図４（ａ）は手荷物バッグの留め具１０の実施形態を示す全体斜視図である。
本発明の手荷物バッグの留め具１０の保持バンド２０が、手荷物バッグ４０の一側面４０
ａを適宜の当てがい面積をもって保持される連結保持帯２５で形成されていることによっ
て、手荷物バッグ４０をキャリーバッグ５０に安定的に保持させることができる。
【００４４】
　図４（ｂ）は手荷物バッグの留め具１０の別の実施形態を示す全体斜視図である。
手荷物バッグ４０の一側面４０ａに適宜の当てがい面積をもって保持することができる連
結保持帯２５の表面または裏面に収納ポケット２６を設けることによって、パスポート、
財布、パンフレット、携帯電話などの旅行用品を必要な時に取り出しやすい状態で収納す
ることができる。
【産業上の利用可能性】
【００４５】
　本発明における手荷物バッグの留め具は、既存の手荷物バッグに簡単に後付けできると
共に、キャリーバッグの本体上に安定的にいつでも取り出しやすい状態で載置して保持す
ることができることから、本発明における「手荷物バッグの留め具」の産業上の利用可能
性は極めて大である。
【符号の説明】
【００４６】
１０　　手荷物バッグの留め具
２０　　保持バンド
２１　　係止手段
２１ａ　面ファスナー
２３　　バックル
２４　　掛止フック
２５　　連結保持帯
２６　　収納ポケット
３０　　固着係止具
３１　　固着手段
３１ａ　ピン固着具
３１ｂ　溝入固着ピン
３１ｃ　強力接着剤
４０　　手荷物バッグ
４０ａ　一側面
４０ｂ　持ち手金具
４０ｃ　孔
５０　　キャリーバッグ
５０ａ　スライド式取っ手
【要約】
【課題】既存の手荷物バッグに簡単に金具（ピンバッチ留め具等を含む）もしくは、マグ
ネットや、面ファスナーなどを取付けることによって、専用のバックを購入することなく
、しかも安価にキャリーバッグに取付けられるように工夫した手荷物バッグをキャリーバ
ッグの本体上に載置して保持することができる手荷物バッグの留め具の提供を図る。
【解決手段】本発明の手荷物バッグの留め具は、キャリーバッグのスライド式取っ手を保
持する保持バンドと、手荷物バッグに固着される固着係止具と、で構成して成り、保持バ
ンドは、所用の長さと幅を有して形成すると共に、該長さ方向の両端部裏面には固着係止
具の係止手段に係合される係止構造を有して成り、固着係止具は、所用の留め具形状を有
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して形成され、両端部表面には保持バンドに係止される係止手段を設けると共に、両端部
裏面には手荷物バッグの一側面に固着される固着手段を設けている手段を採る。
【選択図】図１

【図１】 【図２】

【図３】
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